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宗
谷

海
区

漁
場

計
画

変
更

案
【

素
案

】

宗
谷
海

区
漁

場
計
画

の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改

正
す
る

。
・

変
更

内
容

　
稚
さ

け
定

第
６
号

を
廃

止
す
る

。

宗
谷
海

区
漁

場
計
画

（
第

1
5
次

定
置
漁

業
権

）
１

　
漁

業
権

に
関
す

る
事

項

【
廃
止
】

区
分

漁
場
番
号

漁
場
の
位
置

漁
場
の
区
域

漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

存
続
期
間

個
別
漁
業
権

又
は
団
体
漁

業
権
の
別

関
係
地
区

条
件

そ
の
他
漁
業
権

の
設
定
に
関
し

必
要
な
事
項

 （
９
）

 稚
さ
け
定
第
６
号

 稚
内
市
地
先

 別
紙
の
と
お
り

 定
置
漁
業

 さ
け
定
置
漁
業

 ７
月
１
５
日
か
ら
１
１
月
３
０
日
ま
で

 免
許
の
日
か
ら

 令
和
1
0
年
1
2
月
3
1
日
ま
で

 個
別
漁
業
権

  
－
 

 別
紙
の
と
お
り

 左
記
の
と
お
り
（
漁
場
番
号
、

 漁
業
の
名
称
、
条
件
）

２
　
保

全
沿

岸
漁
場

に
関

す
る
事

項
な
し

- 3 -



宗
谷

海
区

漁
場

計
画

変
更

案
【

素
案

】
　

　
　

別
紙

(
条

件
)

区
分

漁
場
番
号

条
件

【
廃
止
】

(
9
)

 稚
さ
け
定
第
６
号

 （
１
）
　
敷
設
す
る
身
網
の
数
は
、
２
個
以
下
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 （
２
）
　
敷
設
す
る
網
の
名
称
は
、
陸
側
か
ら
順
に
、
陸
網
、
沖
網
と
し
ま
す
。

 （
３
）
　
敷
設
す
る
陸
網
は
、
枠
長
の
陸
側
か
ら
４
分
の
３
以
内
に
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 （
４
）
　
７
月
１
５
日
か
ら
８
月
２
９
日
ま
で
の
間
は
、
網
を
敷
設
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

 （
５
）
　
８
月
３
０
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で
の
間
は
、
沖
網
を
敷
設
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

 （
６
）
　
１
１
月
２
１
日
か
ら
１
１
月
３
０
日
ま
で
の
間
は
、
漁
獲
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

 （
７
）
　
さ
け
再
生
産
用
親
魚
に
不
足
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
親
魚
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
指
示
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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 漁  場  の  位  置

 稚内市地先

 漁  場  の  区  域

 漁場基点座標値（12系)
X =  160694.2521
Y =  -46711.6296

1

 稚さけ定第６号

 定置漁業権免許漁場図

 縮尺 : 1/ 15,000
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